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民間企業が総人件費を抑制している中、税金で運営される国や地方自治体はそれ以

上の厳しさで公務員の総人件費削減に取り組まねばならない。しかし、国家公務員の

総人件費は、主として定員を総務省、給与を人事院が管轄していることもあって、全

体としての効率化が進みにくい。地方公務員の人件費も、まだ効率化の余地が大きい。

国・地方ともに「効率的で小さな政府」を目指し、具体的な目標を掲げて、公務員の

総人件費を大胆に削減する方策を検討すべきである。 
 
 
１、公務員の定員削減について 
 
・ 現在、国は「５年間で１０％以上」の定員削減計画を策定する方針であり、地方

自治体も毎年１万人程度の削減努力を行っており、効率化に取り組んでいる。し

かし、これをさらに一歩進める努力が必要である。 
・ 国の定員削減計画は増員についての縛りがないが、純減目標を掲げ、増員の必要

性についての厳しい精査と大胆な再配置を進め、一層の純減を確保すべきである。

地方も同様の取り組みを行うべきである。 
・ その際、国の地方支分部局については、組織・業務の整理・廃止を含む一段の見

直しが必要である。各府省は抜本的な見直しを行うこととし、総務省は、１８年

度の取組方針についてご報告いただきたい。残る業務についても、市場化テスト

の対象とすることを検討すべきである。 
・ 地方自治体における市場化テストの導入や、アウトソーシングの取組みを比較評

価できるよう、総務省が一覧表示することが望ましい。 
・ 総務省は、自治体の合併による合理化効果を検証し、公開すべきである。これは、

合併促進策の政策評価として重要である。 
 
 
２、国家公務員の給与の見直しについて 
 
・ 人事院は、各地域における民間との給与格差の実態を反映し、地方に勤務する国

家公務員の給与水準を引き下げるための改革を行うべきである。 



・ 人事院は、民間企業の給与水準・体系の変化をより精緻に反映し、国家公務員の

給与制度を抜本的に見直していくべきである。 
・ 人事院は、現在３０種類存在する特殊勤務手当（別紙）について、社会経済動向

の変化を踏まえ、その必要性・水準をゼロベースで見直すべきである。 
・ 一般職国家公務員以外の公務員の人件費も、厳しい見直しが必要である。 
・ 運営費交付金の形で税金が投入されている独立行政法人・国立大学法人について

も、総務省及び文部科学省は、給与の見直しの取組を厳格にモニターする必要が

ある。 
 
 
 
３、地方公務員の給与の見直しについて 
 
・ ラスパイレス指数でみると国と地方の公務員の給与格差は小さくなっているが、

地方における官民の給与格差は縮小していないのではないか。人事委員会が算定

した官民較差率は、実態が正確に反映されているかどうか検討する必要がある

（注）。地方における官民の給与格差の算定方法を明らかにするとともに、実態が

より正確に反映されるよう早急に検討し、勧告のあり方を改革すべきである。 
・ 地方自治体は、給与水準が一段と高い技能労務職について、ラスパイレス指数を

公表し、官民格差、国との格差を踏まえ、抜本的な見直しを行うべきである。 
・ 地方自治体は、各種手当の実態を住民に公表するとともに、不適正なものは速や

かに見直すべきである。総務省も、市町村を含めた一段の精査を行うべきである。 
・ 職務の内容に比して給与の等級付けが高い、“わたり”について、総務省は、実態

を調査し、結果を公表する等の方法により、是正の取組みを強化すべきである。 
・ 総務省は、「地方公務員の給与のあり方に関する研究会」等において、上記の点を

含め、地方公務員の給与に関する実態把握・情報公開、地方の給与の官民格差・

国と地方の格差のより適切な把握・比較の方法等の検討を行い、地方公務員の給

与決定の適切な考え方等を示すべきである。 
 
注：全国の人事委員会が算定した官民較差率は、別表にある通り、人事院の調査した

地域別官民較差率ほどの差がなく、また、地域間の差及び国の官民較差率との差もあ

まりみられない。 

 










